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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イメージセンサのウエハ中にカラーフィルタアレイ位置合わせマークを形成する方法で
あって、
　当該イメージセンサのウエハは複数のイメージセンサの形成に利用され、
　前記複数のイメージセンサの各々は背面発光を行うように備えられた画素のアレイを有
し、
　当該イメージセンサのウエハは少なくとも基板及び該基板全体にわたって形成されるセ
ンサ層を有し、
　当該方法は：
　前記センサ層中にカラーフィルタアレイ位置合わせマーク開口部をエッチングにより形
成する工程；及び
　前記センサ層の前面の前記エッチングがされていない部分に単結晶シリコンのエピタキ
シャル層を形成すると同時に、前記センサ層中のカラーフィルタアレイ位置合わせマーク
開口部に対応する位置にポリシリコンのカラーフィルタアレイ位置合わせマークを形成す
る工程；
　を有する方法。
【請求項２】
　当該イメージセンサのウエハが、前記基板と前記センサ層との間に設けられた酸化膜を
有する方法であって：
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　前記酸化膜の背面を露出させる工程；及び
　前記カラーフィルタアレイ位置合わせマークに対して位置合わせされた状態で前記酸化
膜の背面にカラーフィルタアレイを形成する工程；
　を有する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記の酸化膜の背面を露出させる工程が：
　前記誘電層の前面にハンドルウエハを取り付ける工程；及び
　前記基板を除去することで前記酸化膜の背面を露出させる工程；
　を有する、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　結果として処理されたウエハを前記複数のイメージセンサに分離する工程をさらに有す
る、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記のセンサ層中にカラーフィルタアレイ位置合わせマーク開口部をエッチングにより
形成する工程が、前記開口部が前記センサ層を貫通して前記酸化膜内で終端するように前
記開口部をエッチングする工程をさらに有する、請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記のセンサ層中にカラーフィルタアレイ位置合わせマーク開口部をエッチングにより
形成する工程が、前記開口部が前記センサ層を貫通して前記酸化膜の前面で終端するよう
に前記開口部をエッチングする工程をさらに有する、請求項2に記載の方法。
【請求項７】
　前記カラーフィルタアレイ位置合わせマークに対して位置合わせされた状態で、前記カ
ラーフィルタアレイの対応するカラーフィルタ素子全体にわたってマイクロレンズを形成
する工程をさらに有する、請求項2に記載の方法。
【請求項８】
　前記誘電層が層間絶縁膜を有し、かつ複数のレベルのメタライゼーションを分離する金
属間絶縁膜をさらに有する、請求項3に記載の方法。
【請求項９】
　当該イメージセンサがシリコン・オン・インシュレータ(SOI)ウエハを有する、請求項1
に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、デジタルカメラ及び他の種類のデジタル撮像装置に用いられる電子イ
メージセンサに関し、より詳細には背面発光イメージセンサの形成に用いられる処理手法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的な電子イメージセンサは、2次元アレイをなすように配置された多数の感光性画
素（「ピクセル」）を有する。そのようなイメージセンサは、前記画素全体にわたって適
切なカラーフィルタアレイ(CFA)を生成することによって、有色画像を生成するように備
えられて良い。この種類のイメージセンサの例は特許文献1に開示されている。
【０００３】
　周知であるように、イメージセンサは相補的金属－酸化物－半導体(CMOS)回路を用いて
実装されて良い。そのような構成では、各画素は一般的に、フォトダイオード及びシリコ
ン基板上のシリコンセンサ層内に形成される他の回路素子を有する。1層以上の誘電層は
通常前記シリコンセンサ全体にわたって形成され、かつ、相互接続を形成するのに用いら
れる多数のレベルのメタライゼーションのみならず追加の回路素子を含んで良い。前記誘
電層及び該誘電層に係る複数のレベルのメタライゼーションが上に形成された当該イメー
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ジセンサの面は一般的に前面と呼ばれる。他方、前記シリコン基板を有する面は背面と呼
ばれる。
【０００４】
　前面発光イメージセンサにおいては、対象となる情景からの光が当該イメージセンサの
前面に入射し、かつ前記シリコン基板は比較的厚い。しかし複数のメタライゼーションレ
ベルの相互接続及び当該イメージセンサの前面上の誘電層の様々な他の部位の存在は、当
該イメージセンサの曲線因子及び量子効率に悪影響を及ぼす恐れがある。
【０００５】
　背面発光イメージセンサは、厚いシリコン基板を薄くし、又は除去し、かつ、対象とな
る情景からの光が当該イメージセンサの背面に入射するように構成することによって、誘
電層の前面に関する曲線因子及び量子効率の問題を解決する。よって入射光はもはや、メ
タライゼーションレベルの相互接続及び誘電層の他の部位による影響を受けず、曲線因子
及び量子効率は改善される。
【０００６】
　背面発光イメージセンサにおいて発生する恐れのある問題は、前面処理操作を用いて形
成されたイメージセンサ部位と背面処理操作を用いて形成されたイメージセンサ部位との
適切な位置合わせを保証することに関する。たとえば、フォトダイオードは、前面処理操
作を用いることによってセンサ層内に形成されて良いが、前記フォトダイオードに対応す
る上述のCFAのカラーフィルタ素子は背面処理操作を用いることによって形成される。前
面処理操作を用いることによって形成される部位は前面部位と呼ばれ、他方背面処理操作
を用いることによって形成される部位は背面部位と呼ばれる。
【０００７】
　典型的な従来の手法は、前面位置合わせマークを利用することで、前記前面部位を形成
するのに用いられる様々な前面処理操作において用いられる様々なリソグラフィマスクの
位置合わせを行う。しかし係る手法は、背面部位と前記前面部位との位置合わせを適切に
行うことができない。よって、従来のやり方では、たとえば前記CFAのカラーフィルタ素
子のような背面部位を、たとえば前記センサ層のフォトダイオードのような前面部位に対
して位置合わせするのは難しいままである。前記CFA素子と前記フォトダイオードとの間
での位置合わせのずれは、当該イメージセンサの性能を顕著に劣化させる恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開2007/0024931号明細書
【特許文献２】米国特許第3971065号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って背面発光イメージセンサの処理方法を改善する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の図示された実施例は、CFA素子と該CFA素子に対応するフォトダイオードとの間
での位置合わせのずれを減少させる多結晶シリコンの位置合わせマークを用いることによ
って、性能が改善される背面発光イメージセンサを供する。
【００１１】
　本発明の一の態様によると、背面発光イメージセンサ中にCFA位置合わせマークを形成
する方法が供される。前記の位置合わせマークを形成する方法は、各々が背面発光を行う
ように備えられている画素のアレイを有する複数のイメージセンサを形成するウエハレベ
ルでのプロセスの一部であって良い。ここで当該イメージセンサはイメージセンサのウエ
ハを利用して形成される。前記イメージセンサのウエハは少なくとも、基板及び該基板全
体にわたって形成されるセンサ層を有する。前記の位置合わせマークを形成する方法は、
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前記センサ層中にCFA位置合わせマーク開口部を形成する工程、及び、前記センサ層の前
面にエピタキシャル層を形成する工程を有する。前記エピタキシャル層は多結晶シリコン
のCFA位置合わせマークを有し、該CFA位置合わせマークは前記センサ層中のCFA位置合わ
せマーク開口部に対応する位置に形成される。
【００１２】
　上述の実施例のうちの一においては、前記イメージセンサのウエハは、前記基板と前記
センサ層との間に設けられた埋め込み酸化膜を有するシリコン・オン・インシュレータ(S
OI)ウエハを有する。係る実施例では、前記酸化膜の背面を曝露し、かつ前記CFA位置合わ
せマークに対して位置合わせされるように前記酸化膜の背面にCFAを形成することによっ
て、前記イメージセンサのウエハはさらに処理されて良い。この方法は、当該イメージセ
ンサの前面部位－具体的には前記CFA位置合わせマーク－と、当該イメージセンサの背面
部位－具体的には前記酸化膜の背面に形成されるCFA－との間での直接的な位置合わせを
有利となるように供する。他の前面部位－たとえば前記センサ層中に形成される感光性素
子－もまた前記CFA位置合わせマークに対して位置合わせすることができるので、前記CFA
のカラーフィルタ素子と該素子に係る感光性素子との間での正確な位置合わせが保証され
る。
【００１３】
　本発明の他の態様によると、背面発光イメージセンサは、画素のアレイの感光性素子を
有するセンサ層、該センサ層の前面に形成されるエピタキシャル層、及び前記センサ層の
背面に形成されるCFAを有する。前記エピタキシャル層は、多結晶シリコンのカラーフィ
ルタアレイの位置合わせマークを有し、該位置合わせマークは、前記センサ層の前面内に
設けられた各カラーフィルタアレイの位置合わせマーク開口部に対応する位置に形成され
る。前記カラーフィルタアレイは、前記エピタキシャル層のカラーフィルタアレイの位置
合わせマークに対して位置合わせされる。
【００１４】
　本発明による背面発光イメージセンサは有利となるように、デジタルカメラ又は他の種
類の撮像装置において実装されて良い。CFAと該CFAに係る感光性素子との間での位置合わ
せが良好になることで、イメージセンサのサイズ又はコストを顕著に増大させることなく
、当該デジタルカメラ又は他の種類の撮像装置での性能が改善される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例に従って構成された背面発光イメージセンサを有するデジタルカ
メラのブロック図である。
【図２】本発明の例示された実施例による、背面発光イメージセンサを形成する典型的な
方法における様々な工程での当該イメージセンサの一部を表す断面図である。
【図３】本発明の例示された実施例による、背面発光イメージセンサを形成する典型的な
方法における様々な工程での当該イメージセンサの一部を表す断面図である。
【図４】本発明の例示された実施例による、背面発光イメージセンサを形成する典型的な
方法における様々な工程での当該イメージセンサの一部を表す断面図である。
【図５】本発明の例示された実施例による、背面発光イメージセンサを形成する典型的な
方法における様々な工程での当該イメージセンサの一部を表す断面図である。
【図６】図2乃至5の典型的な方法を用いて形成された多数のイメージセンサを有するイメ
ージセンサのウエハの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の上記及び他の目的、特徴、及び利点は、以降の詳細な説明を図面と共に参照す
ることで明らかとなる。図中、各図に共通する同一部位を表すときには、可能な限り同一
参照番号が用いられる。
【００１７】
　本発明を、デジタルカメラ、背面発光イメージセンサ、及び当該イメージセンサを形成
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する処理方法に係る特別な実施例と関連させながら説明する。しかし、これらの例示的な
実施例は単なる例として与えられているに過ぎず、如何なる意味においても本発明を限定
するものと解されてはならないことに留意して欲しい。当業者は、開示された構成が、広
範囲にわたる他の種類の撮像装置及びイメージセンサで用いられるように、単純に適応さ
せることが可能であることを理解している。
【００１８】
　図1は、本発明の例示された実施例におけるデジタルカメラ10を図示している。デジタ
ルカメラ10では、対象物である情景からの光が撮像ステージ12へ入射する。撮像ステージ
12は従来の素子－たとえばレンズ、減光フィルタ、絞り、及びシャッター－を有して良い
。前記光は撮像ステージ12によって集光されて、イメージセンサ14上に像を生成する。イ
メージセンサ14は、前記の入射光を電気信号に変換する。デジタルカメラ10は、処理装置
16、メモリ18、ディスプレイ20、及び1つ以上の追加の入出力(I/O)素子22をさらに有する
。
【００１９】
　図1の実施例においては別個の素子が図示されているとはいえ、撮像ステージ12は、イ
メージセンサ14及び場合によってはデジタルカメラ10の1つ以上の追加の素子と一体化さ
れることで、小型のカメラモジュールが形成されても良い。
【００２０】
　イメージセンサ14は、本実施例においては、CMOSイメージセンサであると推定されてい
るが、他の種類のイメージセンサが本発明の実施に用いられても良い。より詳細には、イ
メージセンサ14は、以降で図2乃至図5と併せて説明されるような方法で形成される背面発
光イメージセンサを有する。イメージセンサ14は一般的に、行と列をなすように配置され
る複数の画素を有する画素のアレイを有し、かつ該画素のアレイのサンプリング及び読み
出しに係る追加の回路を有して良い。前記追加の回路とはたとえば、信号発生回路、信号
処理回路、行及び列の選択回路等である。このサンプリング及び読み出し回路はたとえば
、前記画素のアレイから読み出されるアナログ信号を処理するアナログ信号処理装置、及
び、前記信号をデジタル形式に変換するアナログ－デジタル変換器を有して良い。デジタ
ルカメラ10での使用に適したこれら及び他の種類の回路は当業者には周知であるので、本
明細書では詳細に説明しない。前記サンプリング及び読み出し回路の一部は、イメージセ
ンサ14の外部に備えられて良いし、又は、たとえばフォトダイオード及び前記画素のアレ
イの他の素子を有する共通の集積回路上において前記画素のアレイと一体となるように形
成されても良い。
【００２１】
　イメージセンサ14は典型的には、CFAパターンを有するカラーイメージセンサとして実
装される。イメージセンサ14での使用が可能なCFAパターンの例には特許文献1に記載され
たCFAパターンが含まれるが、他のCFAパターンが本発明の他の実施例において用いられて
も良い。別例として、特許文献2において開示されているように従来のベイヤーパターン
（Bayer　Pattern）が用いられても良い。
【００２２】
　処理装置16はたとえば、マイクロプロセッサ、中央処理演算ユニット(CPU)、用途特定
集積回路(ASIC)、デジタル信号処理装置(DSP)、若しくは他の処理装置、又はこれらを組
み合わせたものを有して良い。撮像ステージ12の様々な素子及びイメージセンサ14は、タ
イミング信号又は処理装置16から供給される他の信号によって制御されて良い。
【００２３】
　メモリ18は如何なる種類のメモリ－たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取
り専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、ディスクベースのメモリ、リムーバブルメモリ
、又は他の種類の記憶素子－を如何なる組み合わせで有しても良い。
【００２４】
　画素のアレイのサンプリング及び読み出し、並びに対応する画像データの処理に係る機
能の少なくともは、メモリ18に記憶され、かつ処理装置16によって実行されるソフトウエ



(6) JP 5427234 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

アの形態で実装されて良い。
【００２５】
　イメージセンサ14によって取得される所与の画像は、処理装置16によってメモリ18内に
記憶され、かつディスプレイ20上に表示されて良い。ディスプレイ20は典型的にはアクテ
ィブマトリックスカラー液晶ディスプレイ(LCD)であって良いが、他の種類のディスプレ
イが用いられても良い。追加のI/O素子22はたとえば、様々なスクリーン上の制御、ボタ
ン又は他のユーザーインターフェース、ネットワークインターフェース、メモリカードイ
ンターフェース等を有して良い。
【００２６】
　図1に図示された種類のデジタルカメラの動作に関するさらなる詳細は、たとえば特許
文献1で見つけることができる。
【００２７】
　図1に図示されたデジタルカメラは、当業者に周知の種類の別な素子を有して良いこと
に留意して欲しい。本明細書において具体的に図示も記載もしていない素子は当技術分野
において知られたものから選ばれて良い。前述したように、本発明は、広範囲にわたる他
の種類のデジタルカメラ又は撮像装置において実施されて良い。また上述のように、本明
細書において記載された実施例の特定態様の少なくとも一部は、撮像装置の1つ以上の処
理用素子によって実行されるソフトウエアの形態で実装されて良い。そのようなソフトウ
エアは、当業者には知られているように、本明細書で供された教示で与えられたように単
純に実装されて良い。
【００２８】
　イメージセンサ14はシリコン基板上又は他の種類の基板上で製造されて良い。典型的な
CMOSイメージセンサでは、画素アレイの各画素は、フォトダイオード、及び、前記画素で
の光のレベルを測定する前記フォトダイオードに関連する回路を有する。係る回路はたと
えば周知の従来手法で構成される、搬送ゲート、リセットトランジスタ、選択トランジス
タ、出力トランジスタ、及び他の素子を有して良い。
【００２９】
　上述のように、図2乃至図5は、本発明の一の実施例における背面発光イメージセンサ14
の形成方法を図示している。これらの図は、本発明の様々な態様を明瞭に示すために単純
化されており、かつ必ずしも正しい縮尺で描かれていないことに留意して欲しい。所与の
実施例は、明示的に描かれていないものの既に説明した一般的な種類のイメージセンサに
一般的に関連するものとして当業者に知られている様々な他の部位又は素子を有して良い
。
【００３０】
　図2は、従来のCMOSプロセスフローの多数の初期工程が完了した後でのイメージセンサ
のウエハ200の一部を図示している。これらの工程は当技術分野において周知なので、こ
れらの工程については本明細書では詳述しない。この段階でのイメージセンサのウエハ20
0は、シリコン基板202、該基板全体にわたって形成された埋め込み酸化(BOX)膜204、及び
該酸化膜全体にわたって形成されたシリコンセンサ層206を有する。
【００３１】
　これから説明するように、各々が背面発光するように備えられた画素のアレイを有する
複数のイメージセンサを形成するように、イメージセンサのウエハ200はさらに処理され
る。説明される当該イメージセンサの形成方法はCFA位置合わせマークの生成に焦点をお
いていることに留意して欲しい。イメージセンサの形成の他の態様－たとえばフォトダイ
オード及び該フォトダイオードに係るセンサ層206中の画素のアレイの回路の形成－及び
他の部位－たとえば回路、導体、結合パッド等－の形成は、当業者に知られた従来技術を
用いて実施されて良い。
【００３２】
　イメージセンサのウエハ200は図2で表されているように前面と背面を有する。本明細書
において既に述べたように、前面とは一般的に、誘電層及び該誘電層に係るレベルのメタ
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ライゼーションが上に形成されるイメージセンサの面を指称する。他方、シリコン基板を
有する面は背面と指称される。「前面」及び「背面」という語は本明細書においては、イ
メージセンサのウエハ又は該ウエハから形成されるイメージセンサの特定の面、及び、前
記イメージセンサのウエハ又は対応するイメージセンサの特定の層を表すのに用いられる
。たとえばセンサ層206は前面206F及び背面206Bを有する。
【００３３】
　上述のように、例示された実施例は背面発光イメージセンサに関する。背面発光イメー
ジセンサとはつまり、対象である情景からの光が、当該センサの背面から、フォトダイオ
ード又は画素のアレイの他の感光性素子へ入射するイメージセンサである。
【００３４】
　図2に図示されたイメージセンサのウエハ200は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI
)ウエハの一例である。係るウエハでは、シリコンセンサ層206の厚さは約1～6マイクロメ
ートル（μm）であって良く、かつ埋め込み酸化膜204の厚さは約0.1～0.5マイクロメート
ル（μm）であって良い。ただし他の厚さが用いられても良い。シリコン基板202は典型的
には、前記センサ層又は埋め込み酸化膜よりもはるかに厚い。本発明の代替実施例は他の
種類のウエハ－たとえば埋め込み酸化膜を含まないエピタキシャルウエハ又はバルク半導
体ウエハ－を利用することで、背面発光イメージセンサを形成して良い。とはいえSOIウ
エハは一般的に背面処理用に滑らかな表面を供する。
【００３５】
　イメージセンサのウエハ200は、図1の背面発光イメージセンサ14を形成する際、図3乃
至図5に図示された方法でさらに処理される。
【００３６】
　図3を参照すると、CFA位置合わせマーク開口部302と304が、図示されているようにセン
サ層206中に形成されている。これらの開口部はたとえば、露光、現像、エッチング、及
び剥離に続いて、たとえばフォトレジストの塗布のような従来のリソグラフィ操作を用い
ることによって形成されて良い。前記開口部は所望の位置合わせマークのパターンに従っ
てパターン化される。前記所望の位置合わせマークのパターンは一般的に、当該イメージ
センサのウエハの処理に用いられるリソグラフィ装置の種類に依存する。
【００３７】
　CFA位置合わせマーク開口部302と304は、エッチングによってセンサ層206を貫通して、
該センサ層206の下に位置する埋め込み酸化膜204の前面を露出させるものとして例示され
ている。これは、前記開口部がエッチングされることで前記酸化膜にまで到達した構成の
一例である。他の実施例では、前記開口部が前記センサ層内で終端するか、又は前記セン
サ層を貫通して前記酸化膜で終端するように、エッチング操作の深さは調節されて良い。
【００３８】
　続いて図4に図示されているように、エピタキシャル層400がセンサ層206の前面に形成
される。この層はたとえば、センサ層206の前面にわたる堆積によるシリコンのエピタキ
シャル成長によって形成されて良い。センサ層206の前面のエッチングされていない部分
は一般的に単結晶シリコンを有する一方で、エッチングされた開口部302と304は下に存在
する埋め込み酸化膜204の前面を露出する。単結晶シリコン全体にわたってエピタキシャ
ル成長する結果、単結晶シリコンは下地の単結晶シリコンと同一の配向を有する。他方酸
化膜全体にわたるエピタキシャル成長は特別な配向を示さず、その代わりに多結晶シリコ
ン（「ポリシリコン」）の状態をとる。よってエピタキシャル層400が形成される結果、
前記センサ層中のCFA位置合わせマーク開口部302と304に対応する位置に、ポリシリコンC
FA位置合わせマーク開口部402と404が形成される。また図示されているように、前記エピ
タキシャル成長は、ポリシリコン位置合わせマーク402と404全体にわたって412と414で示
された各領域内にギャップを生成する。
【００３９】
　この例におけるポリシリコンCFA位置合わせマーク402と404は、実質的に台形の断面形
状を有するものとして図示されている。他のマーク形状が用いられて良く、その形状は繰
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り返しになるが、当該イメージセンサのウエハの処理に用いられるリソグラフィ装置の特
性及び要件に依存する。
【００４０】
　図5は、さらなる処理動作後のイメージセンサのウエハ200を図示している。誘電層500
はエピタキシャル層400の前面に形成される。この実施例における誘電層500は、多数の誘
電材料層を有し、かつたとえば層間絶縁膜(ILD)、及び、多数のレベルのメタライゼーシ
ョンを分離する金属間絶縁膜(IMD)を有して良い。様々なイメージセンサ部位－たとえば
相互接続、ゲート、又は他の回路素子－は、従来手法を用いることによって、誘電層500
内部に形成されて良い。誘電層500の少なくとも一部は領域412及び414内のギャップを埋
めることが分かる。図5では1層の誘電層500しか図示されていないが、他の実施例は複数
の誘電層を有して良い。該複数の誘電層は場合によっては、1層以上の介在層によって互
いに分離される。
【００４１】
　誘電層500の形成後、ハンドルウエハ502が誘電層500の前面に取り付けられる。ハンド
ルウエハ502はたとえば、低温酸化物－酸化物結合を用いることによって取り付けられて
良い。
【００４２】
　続いて基板202は除去されることで、埋め込み酸化膜204の背面が露出される。基板202
はたとえば、研磨、仕上げ研磨、又はエッチング手法を任意の組み合わせで用いることに
よって除去されて良い。典型的には基板全部が除去されることで、前記ウエハ背面で埋め
込み酸化膜204が露出される。たとえばエピタキシャル又はバルク半導体ウエハを有する
ような代替実施例では、基板202は、完全に除去されるのではなく薄くされても良い。
【００４３】
　基板202の除去に続いて、図5に図示されているように、構造物は上下ひっくり返され、
かつ、CFA及び該CFAに係るマイクロレンズは、埋め込み酸化膜204の背面上のCFA層504内
に形成される。ハンドルウエハ502は基板として機能することで、元の基板202の除去後に
前記構造を支持する。一般的には、前記イメージセンサのウエハの画素のアレイの各々は
対応するCFAを有し、該対応するCFAはカラーフィルタ素子510を有し、かつ該カラーフィ
ルタ素子510は、センサ素子206の各対応する感光性素子512全体にわたって配置される。
本明細書の別な箇所で述べたように、前記感光性素子はフォトダイオードを有して良い。
図中には明示的に示されていないが、マイクロレンズが、CFA層504のカラーフィルタ素子
510の各々に関連づけられて良い。
【００４４】
　カラーフィルタ素子510及び関連するマイクロレンズは、ポリシリコン位置合わせマー
ク402と404に対して位置合わせされた状態で形成される。感光性素子512はまた、ポリシ
リコン位置合わせマーク402と404に対しても位置合わせされた状態で形成される。この構
成は、センサ層206の感光性素子512とCFA層504の対応するカラーフィルタ素子510との間
での正確な位置合わせを保証する。位置合わせマーク－たとえばポリシリコン位置合わせ
マーク402と404－に対してCFA、マイクロレンズ、及び感光性素子を位置合わせするのに
用いることが可能な特定のリソグラフィ手法は当技術分野において周知であるので、本明
細書では詳細に説明しない。
【００４５】
　続いて、図1のデジタルカメラ10で利用されるイメージセンサ14を形成するため、図5に
図示されたイメージセンサのウエハにはさらなる処理操作が施される。一般的には処理さ
れたイメージセンサのウエハは、背面発光するように備えられた複数のイメージセンサに
ダイシングされる。前記複数のイメージセンサのうちの1つがデジタルカメラ10内のイメ
ージセンサ14である。ウエハのダイシング操作については、以降で図6と併せて詳細に説
明する。この実施例では、ハンドルウエハ502はダイシング前に除去されるが、その代わ
りに永続的なハンドルウエハとして機能する。前記永続的なハンドルウエハの一部は、ダ
イシング操作において互いに分離されるイメージセンサのうちの1つの一部であり続ける
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。
【００４６】
　代替実施例では、暫定的なキャリアウエハがハンドルウエハ502の代わりに用いられて
良い。暫定キャリアウエハはエポキシ又は他の適切な接着剤を用いて取り付けられて良い
。前記暫定的なキャリアウエハの取り付け後、基板202は上述したように除去される。前
記CFAの各々を覆う透明被覆体を有する透明被覆シートは、前記暫定的なキャリアウエハ
が除去される前に、前記イメージセンサのウエハの背面に取り付けられて良い。そのよう
なガラス被覆体の各々は中心部に空洞を有し、該空洞は対応するCFA全体にわたるように
配置される。そのようなガラス被覆体の各々はさらに、エポキシによって前記酸化膜の背
面に固着された周辺支持体をも有する。前記透明被覆シートは、ガラス又は他の透明材料
で作られて良い。前記透明被覆シートは、当該イメージセンサが前記ウエハからダイシン
グされるときに別個の被覆体に分離される1枚のシートとして、前記ウエハに取り付けら
れて良い。暫定的キャリアウエハ及び透明被覆シートの使用に関するさらなる詳細は、特
許文献1で見つけることができる。しかし、係る素子及び該素子に係る処理操作の使用は
本発明にとって必須ではないことに留意して欲しい。
【００４７】
　上述したように、図2乃至図5に図示された処理操作は、イメージセンサのウエハに適用
されるウエハレベルの処理操作である。図6は、複数のイメージセンサ602を有するイメー
ジセンサのウエハ600の上面を図示している。イメージセンサ602は、図2乃至図5と併せて
説明されたイメージセンサのウエハ600のウエハレベルでの処理によって形成される。イ
メージセンサ602は続いて、ウエハ600をダイシング線604に沿ってダイシングすることに
よって互いに分離される。イメージセンサ602のうちの所与の1つは図1のデジタルカメラ1
0中のイメージセンサ14に対応する。
【００４８】
　上述の例示された実施例は有利となるように、背面発光イメージセンサを形成する処理
装置を改善する。たとえばCFA位置合わせマーク402と404は、背面部位－たとえばCFA層50
4のカラーフィルタ素子510－に対して直接位置合わせするのに用いることができる前面位
置合わせマークである。これによりカラーフィルタ素子と該素子に係る感光性素子との良
好な位置合わせが可能となることで、イメージセンサの性能が改善される。
【符号の説明】
【００４９】
　10　デジタルカメラ
　12　撮像ステージ
　14　イメージセンサ
　16　処理装置
　18　メモリ
　20　ディスプレイ
　22　入出力素子
　200　イメージセンサのウエハ
　202　基板
　204　埋め込み酸化(BOX)膜
　206　センサ層
　206F　センサ層前面
　206B　センサ層背面
　302　開口部
　304　開口部
　400　エピタキシャル層
　402　カラーフィルタアレイ(CFA)位置合わせマーク
　404　カラーフィルタアレイ(CFA)位置合わせマーク
　412　ギャップ領域
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　414　ギャップ領域
　500　誘電層
　502　ハンドルウエハ
　504　CFA層
　510　カラーフィルタ素子
　512　感光性素子
　600　イメージセンサのウエハ
　602　イメージセンサ
　604　ダイシング線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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